
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 警告メッセージ機能 

着信前に「この電話は振り込め詐欺などの犯罪防止のため、 

会話内容が自動的に録音されます」とアナウンスが流れます。 

② 高音質自動通話録音機能 
声紋分析が可能な高音質ですべての会話を録音します。 

③ 大変だぁ～!!! ボタン機能 
万が一のとき、「大変だぁ～!!! ボタン」を押すことで、あら 

かじめ登録された４箇所の電話番号に自動通報します。 

④ 非通知電話着信拒否機能（※） 

非通知電話からの着信を取り次がないようにすることができます。 

⑤ 着信拒否・着信許可機能（※） 

「許可電話帳」に登録した電話番号に対して、着信時に警告メッセージを流さないようにす

ることができます。また、「拒否電話帳」に登録した電話番号に対して、着信を拒否すること

ができます。 

 
※ 「非通知電話着信拒否機能」と「着信拒否・着信許可機能」を使用するには、ナンバーディ

スプレイへの加入が必要です。月額使用料及び工事費が別途かかります。 

 

 

特殊詐欺抑止 

通話録音装置 

振り込め詐欺や悪質商法などの 

迷惑電話に不安を感じていませんか？

湯沢市消費生活センターでは 

装置の貸出しを実施します (無料)

設置希望者

募集！ 

通話録音装置の主な機能 



 

 

○ 貸出期間：設置日から６か月間（申請により延長可能） 

※ 設置期間中は無料でご利用いただけます。 

※ 電気料と通信料は利用者のご負担となります。 

  電源がお近くにない場合は、延長コード等で電源を用意してください。 

○ 貸出台数：３台（１世帯につき１台） 

○ 貸出対象者：湯沢市内に住所がある方で 以下に当てはまる方 

・ ６０歳以上のみの世帯、療育手帳及び精神障害者福祉手帳の所持者のみの世帯又は６０歳以

上の人と療育手帳及び精神障害者福祉手帳の所持者のみの世帯（当該世帯に義務教育修了前の

児童生徒がいる世帯も含む） 

・ 装置を設置できる固定電話を使用している方（黒電話には設置できません） 

 

 

○ 設置をご希望の方は、「通話録音装置利用申請書」に必要事項をご記

入いただき、住所、氏名、生年月日等が確認できる本人確認書類を添え

て、消費生活センターに提出してください。 

 

○ 申請書の受付後、市で内容を審査し、装置の設置が適切と判断した方

に機器を貸出しします。審査のため電話等で確認させていただくことが

あります。 

 

○ 審査の結果、貸出しが決定した場合、設置を見合わせていただく場合

のいずれも、審査結果を通知します。また、貸出しが決定した申請者本

人に連絡し、設置日などを打ち合わせさせていただきます。 

 

○ ご自身で設置が可能な方へは、装置をお届けいたします。設置をご依

頼される方は、市職員がお伺いし、装置を設置いたします。 

 

※ 設置期間中に申請の内容に変更が生じた場合、装置を損傷または紛失した場合は、速やかに

消費生活センターへご連絡願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置希望者募集の概要 

申し込みから設置まで 

お申し込み 

内容の審査 

貸出決定 

装置の設置 

この機器を設置しても、振り込

め詐欺・悪質商法などの電話を完

全に防げるわけではないワン！ 

常に慎重に対応するワン！ 

お問い合わせ先：湯沢市消費生活センター（湯沢市役所本庁舎１階くらしの相談課内）

TEL：0183-72-0874 又は 0183-73-2115(内線 112～114)  

FAX：0183-72-9611 


